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第一部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域（日本を含

む。）の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を

目指した運用を行います。なお、株式等に直接投資する場合があります。

・ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向の影響を強く受

けるビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。

・投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託（ETF）を含みます。

②　ファンドの基本的性格

１）商品分類

単位型投信・
追加型投信

投資対象地域
投資対象資産
(収益の源泉)

株　　式

国　　内

単位型投信 債　　券

海　　外 不動産投信

追加型投信 その他資産
(　　　)内　　外

資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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２）属性区分

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

株式 年１回 グローバル

（日本を含む）

一般

大型株 年２回 日本

中小型株

年４回 北米 ファミリーファン

ド債券

一般 年６回

(隔月)

欧州 あり

公債

社債 アジア

その他債券 年12回

(毎月)クレジット属性

(　　　)

オセアニア

なし

日々 中南米

不動産投信 ファンド・オブ・

ファンズその他

(　　)

アフリカ

その他資産

(投資信託証券 (株

式・一般))

中近東

(中東)

資産複合

(　　　) エマージング

資産配分固定型

資産配分変更型

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式に投資を行います。従って、商品分類の「投

資対象資産（収益の源泉）」においては「株式」に分類されます。「株式一般」とは、大型株、中

小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。

＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われない

ファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用さ

れるファンドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉

とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉

とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨

の記載があるものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式……………………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株

式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券……………………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債

券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不

動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。

(4)その他資産……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。な
お、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合………………目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…………「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する

証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信
託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載が

あるものをいう。
(2)特殊型……………目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ

れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
できるものとする。

＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般…………次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株………目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい

う。
③中小型株……目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものを

いう。
(2)債券
①一般…………次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…………目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府

保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。

③社債…………目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
があるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記
載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による
区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについて
は、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併
記することも可とする。

(3)不動産投信…………これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…………組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合……………以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については

固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するも
のとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率について
は、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2．決算頻度による属性区分
①年1回……………目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回……………目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回……………目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)……目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをい

う。
⑥日々………………目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他……………上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル……目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まない
かを明確に記載するものとする。

②日本……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。

③北米……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。

④欧州……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア…………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア……目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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⑦中南米…………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興
成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド…………目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン

ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ

ンズをいう。
5．為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッ
ジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの
又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7．特殊型
①ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資

を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動
を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用い
ることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日
等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載が
あるものをいう。

③ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されに
くい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略によ
り収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型………目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しな
い特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、一般社

団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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③　ファンドの特色
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④　信託金限度額

・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(2) 【ファンドの沿革】

平成29年1月20日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配

金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信

託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
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＜ファミリーファンドの仕組み＞

②　委託会社の概況（平成30年2月末現在）

１）資本金

2億1,175万円

２）沿革

平成21年4月1日： 株式会社ファイブスター投資顧問を設立（資本金100万円）

平成21年6月24日： 増資の実施（新資本金5,000万円）

平成21年10月20日： 金融商品取引業登録　　関東財務局長 (金商) 第2266号

平成25年4月25日： 増資の実施（新資本金2億675万円）

平成25年8月8日： ファイブスター投信投資顧問株式会社に商号変更

平成26年8月29日： 増資の実施（新資本金2億1,175万円）

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

ユニコムグループホールディング
ス株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11 1,000株 17.30％

株式会社あかつき本社
東京都中央区日本橋小舟町8番1号
ヒューリック小舟町ビル9階

550株 9.52％
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２ 【投資方針】

(1) 【投資方針】

①　ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

②　ベトナム・ロータス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要

投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。

③　マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドの受益証券を通じて、主としてベト

ナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域（日本を含む）の取引所に上

場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行

います。なお、株式等に直接投資する場合があります。

④　ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向の影響を強く受け

るビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。

⑤　マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。

⑥　実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行いません。

⑦　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、投資対象国・地域における非常事態

（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや

重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）等による市況の急激な変化が予想されると

き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合が

あります。

(2) 【投資対象】

「ベトナム・ロータス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で

定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に定めるものをいい、約款第

24条、第25条、第26条および第33条に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　有価証券および金融商品の指図範囲等

委託会社は、信託金を、ファイブスター投信投資顧問株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式

会社を受託者として締結されたベトナム・ロータス・マザーファンド（以下、「マザーファンド」と

いいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

１. 株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
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６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま

す。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定

めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい

ます。）

９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２

条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および

新株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい

います。）

14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め

るものをいいます。）

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい

い、有価証券にかかるものに限ります。）

17．預託証券（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

18．外国法人が発行する譲渡性預金証券

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま

たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号なら

びに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、および第14号

の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（ただし、投資法人

債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条

第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ

とを指図することができます。

１. 預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３. コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債券信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で前号の権利を有するもの

④　前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者

が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる投資対象により運用することの指

図ができます。
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（参考）マザーファンドの投資対象

①　投資の対象とする資産の種類

　マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で

定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に定めるものをいい、約款第

21条、第22条、第23条および第30条に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　有価証券および金融商品の指図範囲等

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

１. 株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)

６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま

す。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定

めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい

ます。）

９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２

条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および

新株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい

います。）

14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め

るものをいいます。）

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい

い、有価証券にかかるものに限ります。）

17．預託証券（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

18．外国法人が発行する譲渡性預金証券
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19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま

たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号なら

びに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、および第14号

の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（ただし、投資法人

債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２

条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する

ことを指図することができます。

１. 預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３. コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債券信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で前号の権利を有するもの

④　前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる投資対象により運用することの

指図ができます。
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◆投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名 ベトナム・ロータス・マザーファンド

運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 ベトナムの取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

投資態度 ①　主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地

域（日本を含む。）の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資し、信

託財産の成長を目指した運用を行います。

②　ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向

の影響を強く受けるビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。

③　投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託（ETF）

を含みます。

④　株式の組入比率は原則として高位を保ちます。

⑤　銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行いま

す。

⑥　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑦　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、投資対象国・地域

における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の

導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）

等による市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信

託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合があります。

EDINET提出書類

ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

13/98



主な投資制限 ①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④　円建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の25％未満とします。

⑤　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

⑦　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施

行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含

め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資

産総額の10％以下とします。

⑧　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純

資産総額の5％以下とします。

⑨　有価証券先物取引等は約款第21条の範囲で行うことができます。

⑩　金利先渡取引、為替先渡取引は約款第23条の範囲で行うことができます。

⑪　スワップ取引は約款第22条の範囲で行うことができます。

⑫　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の

純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと

し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従

い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

申込手数料 ありません

信託報酬 かかりません

信託期限 無期限

設定日 平成29年1月20日

決算日 年１回 1月19日（休業日の場合は翌営業日）

主な関係法人 委託会社：ファイブスター投信投資顧問株式会社

受託会社：三井住友信託銀行株式会社
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(3) 【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

「運用委員会」は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、投資判断、運用方針、運用計

画等の運用に関する事項を協議、検討し、決定します。

運用部は、「運用委員会」で決定された運用計画等に従って、運用を実施します。

コンプライアンス担当責任者は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行いま

す。

コンプライアンス委員会では、ファンドの運用成果の評価、運用にかかるリスクの分析・管理等が

報告され審議を行います。
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運用に関する社内規則

運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の

運用関連の社内規程を遵守しています。

・投資運用業に係る業務方法書

・運用基本指針

・運用規程

・運用実施細則

・議決権等行使指図規程

・内部者取引規程

・役職員の自己売買に関する規程

・運用再委任に関する規程

・発注先の評価・選定に係る基準

※上記の運用体制は、平成30年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

(4) 【分配方針】

①　収益分配方針

年１回（原則として1月19日。ただし、休業日の場合には翌営業日とします。）決算を行い、原則と

して次の通り分配を行う方針です。

１）分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）など

の全額とします。

２）分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただ

し、分配を行なわないこともあります。

３）留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に

基づき運用を行ないます。

②　信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１）配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した

額（以下、「配当等収益」といいます。）は、諸経費および当該諸経費に係る消費税相当額、監

査費用および当該監査費用に係る消費税相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税相当

額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる

ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下、「売買益」といいます。）は、諸経費および当

該諸経費に係る消費税相当額、監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬お

よび当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益

をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、

分配準備積立金として積み立てることができます。

③　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

④　収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース＞
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原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

＜分配金受取りコース＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日

まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
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(5) 【投資制限】

①　約款に定める投資制限

（ベトナム・ロータス・ファンド）

１）マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

２）株式への実質投資割合には制限を設けません。

３）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

４）投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

５）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

６）円建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の25％未満とします。

７）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

８）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以

下とします。

９）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権

付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらか

じめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある

新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

10）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取

引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有

価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取

引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引

は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

11）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所

におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

12）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取

引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と

類似の取引を行うことの指図をすることができます。

13）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取

引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として約款第５条に定める信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり

ません。なお、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の

提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為

替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第５条に定める信託期間を超
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えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが

必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

15）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができ

ます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものと

します。信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属す

る当該売付けに係る建玉の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の

純資産総額の範囲内とします。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド

の受益証の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価

総額の割合を乗じて得た額をいいます。信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建

玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する売り付けの一部を決済するための指図を行うこととします。

16）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいま

す。）および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る

取引及び選択権付債券売買を含みます。）に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定め

に従い、市場リスク相当額（金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額を

いいます。）として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80％を超

えないものとします。

17）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の

各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額を超えないものとします。

3．上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、上場貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で

保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

18）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約款第30条の規定に

より借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済につい

ては、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとし

ます。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

19）信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有

価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとし

ます。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。

20）信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約

取引の指図をすることができます。予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予

約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、

信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する

とみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額

に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、為替変動リ

スクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
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21）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることが

できます。直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第５条に定め

る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。なお、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受け入

れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。

22）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手

当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、ま

たは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場

合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわ

ないものとします。一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当

該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま

す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の１０％を超えないこと

とします。収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

23）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投

資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ベトナム・ロータス・マザーファンド）

１）株式への投資割合には制限を設けません。

２）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

３）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

４）円建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の25％未満とします。

５）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

７）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権

付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらか

じめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある

新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の

純資産総額の10％以下とします。

８）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし

ます。

９）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取

引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有

価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取
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引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引

は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

10）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所

におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

11）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取

引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と

類似の取引を行うことの指図をすることができます。

12）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取

引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として約款第５条に定める信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり

ません。スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ

るいは受入れの指図を行うものとします。

13）信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為

替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第５条に定める信託期間を超

えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と

認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいま

す。）および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る

取引及び選択権付債券売買を含みます。）に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定め

に従い、市場リスク相当額（金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額を

いいます。）として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80％を超

えないものとします。

15）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の

各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額を超えないものとします。

3．上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で

保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

16）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約款第27条の規定に

より借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済につい

ては、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとし

ます。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超える

こととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図

をするものとします。
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17）信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有

価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとし

ます。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。信託財産の一部解約等の事由により、借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部

を返還するための指図をするものとします。

18）信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約

取引の指図をすることができます。予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予

約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、

信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、

この限りではありません。限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超え

る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま

す。

19）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることが

できます。直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第５条に定め

る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受け入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。

20）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができ

ます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものと

します。信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内と

します。信託財産の一部解約等の事由により、売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額

を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済す

るための指図を行うこととします。

21）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投

資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

②法令に定められた投資制限

１）委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投

資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数（株主総会において決議すること

ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879

条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該

株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当

ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。

２）委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理

的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ

取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付社債

券売買を含む。）を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
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３）委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産についての取引の相手方の

債務不履行その他の理由により発生しうる危険をいう。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託

会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図をしてはなりません。
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３ 【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象

ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。

＜基準価額の変動要因＞

当ファンドは、投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場しているベト

ナム株式、ならびに世界各国・地域（日本を含む。）の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式など

値動きのある有価証券などを実質的な投資対象とします（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の

で、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発

行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。

従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投

資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

①　有価証券の価格変動リスク

当ファンドは、実質的に海外の株式等に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該株式等の価格変動

の影響を大きく受けます。株式等の価格は政治経済情勢、発行企業の業績・財務状況の変化、市場における

需給・流動性による影響を受けて変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このよう

な場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。

②　為替変動リスク

当ファンドは、実質的に組入外貨建資産については原則、為替ヘッジを行いませんので、投資している通貨

が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンド

の基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンド

の基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。

③　カントリーリスク

当ファンドが投資するベトナムの経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのた

め、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安、あるいは他国との外

交関係の悪化などから株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きなものになることが予想され

ます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策や

税制の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。このような場合には当ファンドの基

準価額が影響を受け損失を被る場合があります。

④　流動性リスク

市場取引量の急激な増大、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混

乱等が生じた場合等には、機動的に売買できない場合や、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で
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売買が成立する可能性があります。従って、組入れ有価証券等の予想外の流動性があった場合には、当ファ

ンドの基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。

⑤　信用リスク

当ファンドは、投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、実質的に投資している有価証券の発行

体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、投資した資金が回収できなくなる

ことがあります。また、こうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大

きく下落し、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。

⑥　解約による資金流出に伴うリスク

一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資する投資信託証券（マザーファンド）におい

て、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場動向や市場の流動性等の状

況によっては、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえない場合があり、当ファンドの基

準価額が値下がりする要因となります。

⑦　その他のリスク

当ファンドの主要投資対象国であるベトナム政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、

償還等の支払資金の国内への回金が滞る場合があります。

（ご注意）上記は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。

＜その他の留意点＞

①　ファンド運営上のリスク

（Ａ）取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災

害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび

に資金の受渡しに関する障害等）が発生したときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあ

り、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の

申込みの受付を中止する場合があります。

（Ｂ）信託の途中終了

委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回

る場合、もしくは、受益者のために有利と認める場合、またはその他やむを得ない事情等が発生したと

きは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。

②　販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点

（Ａ）販売会社

委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資

金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社

および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについて

も、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いませ

ん。
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委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売（お申込

代金の預かり等を含みます。）について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いませ

ん。

（Ｂ）受託会社

委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支

払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販

売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金について

の責任を負いません。

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、

またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会

社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了さ

せます。

③　収益分配に係る留意点

（Ａ）ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断によ

り、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。

（Ｂ）ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分

配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確

定したものではありません。

（Ｃ）収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を

超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する

ことになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すも

のではありません。

（Ｄ）受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相

当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

④　投資信託に関する一般的な留意点

（Ａ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の

適用はありません。

（Ｂ）当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護

の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象

とはなりません。

(2) リスク管理体制

投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とチーフ・コンプライアンス・オフィサーが関

係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する

他、売買執行の状況や運用リスク等についてモニタリングします。

尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用

のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コン

プライアンスに関する事項全般を統括する。
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業務管理部

業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、有価証券の売買執行及び助言業務の助言執行業務に

関する事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーが策定したコンプライアンスプ

ログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コン

プライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリ

スク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。

※上記体制は平成30年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４ 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先に

お問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は3.24％（税抜3.0％）が上限となっております。

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、並びに販売の事務等の対価です。

・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて

得た額とします。

・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料

はかかりません。

(2) 【換金（解約）手数料】

①　換金手数料

ありません。

②　信託財産留保額

一部解約申込日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（１口当た

り）が差し引かれます。

※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰

り入れる金額のことです。

(3) 【信託報酬等】

①　信託報酬の配分

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計

算されます。

信託財産の純資産総額×年2.1276％（税抜1.97％）

信託報酬の配分は以下の通りとなります。

委託会社 年0.95％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 年0.95％
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での

ファンドの管理等の対価

受託会社 年0.07％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜きです。別途、消費税がかかります。

②　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日お

よび毎計算期末または信託終了のときに（ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下

同じ。）信託財産中から支弁するものとします。

(4) 【その他の手数料等】

①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託銀行の立替えた立替金の利息（後記

③に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、当該費用に係る消

費税等に相当する額とともに信託財産から支払います。
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②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、受益者の負

担とし、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに（ただし、当該

日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。）信託財産中から支弁するものとします。

③　以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は受益者の負担とし、信託財産から支払います。な

お、委託会社は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から

受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けることについて、あら

かじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮し

て、かかる上限額を定期的に見直すことができます。

１）この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随

する業務（法定帳票管理、法定報告等）に係る費用

２）振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発

行および管理事務に係る費用

３）有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の

作成、印刷および提出に係る費用

４）目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る

費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）

５）信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み

ます。）

６）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含

みます。）

７）この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約

に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

８）格付の取得に要する費用

９）この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

10）投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等

を含みます。）

11）組入外貨建資産の保管口座開設費用、および保管費用

12）組入外貨建資産等の現地調査費用

④　一部解約金の支払資金等に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合および再投資に係る収益分

配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は信託財産中

より支弁します。

⑤　信託財産の効率的な運用に資するために有価証券を借入れた場合は、借入れに係る品貸料は信託財

産中より支弁します。

⑥　委託会社は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産か

ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あ

らかじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を

考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。

⑦　信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税

等に相当する金額は、信託財産中より支弁します。

＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な

ど。
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上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示するこ

とができません。

受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、

あらかじめ表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。平成26年１月１日以降、公募株式投資信託は税法

上、少額投資非課税制度の適用対象です。

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税

15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行な

われます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありませ

ん。）のいずれかを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

・解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％

および地方税5％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、

源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税

15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行な

われます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等＊1の譲渡益および上場

株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および

償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場

株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

平成28年1月1日以降、確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の

譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等＊2の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま

す。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債

等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算

が可能です。
＊1　上場株式等とは、上場株式、上場特定株式投資信託（ETF）、上場特定不動産投資信託（REIT）および公

募株式投資信託等をいいます。

＊2　特定公社債等とは、特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した

公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるの

は、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま

す。

また、年間80万円の範囲で20歳未満の方を対象とした非課税措置「ジュニアNISA」の口座開設の申込受付が

開始され、平成28年4月1日から投資可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

＊上記は平成30年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があり

ます。

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
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・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ

いては配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴

収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度の適用はありません。

＊買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

＊上記は平成30年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

す。

③　個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均

した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把

握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」

（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている

場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収

益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金か

ら元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受

益者の個別元本となります。
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※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】

以下は、平成30年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

(1) 【投資状況】

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 549,758,934 94.15

現金・預金・その他資産（負債控除後） － 34,143,879 5.85

合　　計（純資産総額） 583,902,813 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．評価額上位銘柄明細

国・地

域

種類 銘柄名 数量又は

額面総額

簿価単価

（円）

簿価金額

（円）

評価単価

（円）

評価金額

（円）

投資比率

（％）

日本

親投資信

託受益証

券

ベトナム・

ロータス・

マザーファ

ンド

435,349,172 1.2881 560,773,269 1.2628 549,758,934 94.15

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．種類別の投資比率

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 94.15

合計 94.15

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

期別
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期計算期間末 (平成30年1月19日) 618,247,641 618,247,641 1.2464 1.2464

平成29年 2月末日 540,115,382 － 0.9991 －

　　　　 3月末日 553,832,993 － 1.0065 －

　　　　 4月末日 464,310,868 － 0.9962 －

　　　　 5月末日 481,033,295 － 1.0204 －

　　　　 6月末日 474,732,610 － 1.0430 －

　　　　 7月末日 490,844,090 － 1.0271 －

　　　　 8月末日 470,213,369 － 1.0097 －

　　　　 9月末日 483,057,069 － 1.0457 －

　　　　10月末日 473,912,603 － 1.0952 －

　　　　11月末日 508,382,038 － 1.1526 －

　　　　12月末日 588,943,430 － 1.1993 －

平成30年 1月末日 603,873,448 － 1.2487 －

　　　　 2月末日 583,902,813 － 1.2196 －

② 【分配の推移】

期 期間 1口当たり分配金（円）

第1期 平成29年1月20日～平成30年1月19日 0

③ 【収益率の推移】

期 期間 収益率（％）

第1期 平成29年1月20日～平成30年1月19日 24.6

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該

計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控

除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4) 【設定及び解約の実績】

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第1期 平成29年1月20日

～平成30年1月19日
705,005,006 208,986,975 496,018,031

（注）第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。

(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
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（参考）

ベトナム・ロータス・マザーファンド

以下は、平成30年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

投資状況

資産の種類 国名 時価合計（円) 投資比率（％)

株式 ベトナム 173,232,036 31.51

小計 173,232,036 31.51

投資信託受益証券 アメリカ合衆国 265,601,033 48.31

小計 265,601,033 48.31

現金・預金・その他資産（負債控除後） 110,924,057 20.18

合計（純資産総額） 549,757,126 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ．評価額上位銘柄明細

順

位

国／

地域
種類 銘柄名 業種

数量又は

額面総額

帳簿価額

単価(円)

帳簿価額

金額(円)

評価額

単価(円)

評価額

金額(円)

投資

比率

(%)

1
アメリカ

合衆国

投資信託

受益証券

ヴァンエック・

ベクトル・ベトナムETF
上場投信 132,001 2,011.04 265,459,304 2,012.11 265,601,033 48.31

2 ベトナム 株式 ビングループ
金 融 - 不 動

産　
57,000 396.68 22,610,760 439.45 25,048,650 4.56

3 ベトナム 株式
ベトナム乳業

（ビナミルク）

生活必需品

- 食 品 ・ 飲

料・タバコ

24,550 966.32 23,723,156 940 23,077,000 4.20

4 ベトナム 株式
バオ・ベト・

ホールディングス
金融 - 保険 52,000 338.40 17,596,800 405.14 21,067,280 3.83

5 ベトナム 株式 ホアファットグループ 素材 65,300 263.20 17,186,960 301.27 19,672,931 3.58

6 ベトナム 株式 マッサングループ

生活必需品

- 食 品 ・ 飲

料・タバコ

44,900 432.40 19,414,760 429.58 19,288,142 3.51

7 ベトナム 株式
ノ・バ・ランド・

インベストメント

金 融 - 不 動

産　
46,000 368.95 16,971,700 395.74 18,204,040 3.31

8 ベトナム 株式
ベトナム・ナショナル・

ペトリアム・グループ
エネルギー 37,700 407.96 15,380,092 413.13 15,575,001 2.83

9 ベトナム 株式
サイゴンビール・

アルコール飲料総公社

生活必需品

- 食 品 ・ 飲

料・タバコ

11,100 1,211.66 13,449,426 1,135.05 12,599,055 2.29
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10 ベトナム 株式
ドライ・セル＆ストラー

ジ・バッテリー

一般消費財・

サービス -

自動車・

自動車部品

46,000 225.60 10,377,600 190.35 8,756,100 1.59

11 ベトナム 株式
ペトロベトナムニョン

チャック2パワー
公益事業 23,600 168.26 3,970,936 150.4 3,549,440 0.65

12 ベトナム 株式
ビン・ミン・

プラスチックス

資本財・

サービス -

資本財

7,800 392.45 3,061,110 432.4 3,372,720 0.61

13 ベトナム 株式 ペトロベトナム化学肥料 素材 26,900 108.57 2,920,533 112.33 3,021,677 0.55

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類 投資比率（％）

株式 31.51

投資信託受益証券 48.31

合計 79.82

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

種類 業種 国内／国外 投資比率（％）

株式

生活必需品 - 食品・飲料・タバコ

国外

10.00

金融 － 不動産　 7.87

素材 4.13

金融 － 保険 3.83

エネルギー 2.83

一般消費財・サービス － 自動車・自動車部品 1.59

公益事業 0.65

資本財・サービス - 資本財 0.61

合計 31.51

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
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（参考情報）
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第２ 【管理及び運営】

１ 【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがあり

ます。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 申込み不可日

申込日が米国またはベトナムの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、当該取

得申込みを受付けません。

(5) 取扱時間

原則として、営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし

ます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に

係る消費税等相当額を加算した額です。

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

＜ファイブスター投信投資顧問株式会社　お客様デスク＞

電 話 番 号：０３－３５５３－８７１１

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで

ホームページアドレス：http://www.fivestar-am.co.jp/

(8) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(9) 受付の中止および取消

委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所を「取引所」と

いい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場およ

び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替

取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政

策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖

または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限

する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得

申込の受付を取り消すことができます。

２ 【換金（解約）手続等】
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＜解約請求による換金＞

(1) 一部解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 一部解約申込み不可日

一部解約の実行の請求の申込日が米国またはベトナムの証券取引所または銀行のいずれかの休業日と

同一の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付は行いません。

(3) 取扱時間

原則として、営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし

ます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(4) 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解

約には受付時間制限および金額制限（１億口または１億円以上の解約は、正午まで）を行なう場合があ

ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た

額）を控除した価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

＜ファイブスター投信投資顧問株式会社　お客様デスク＞

電 話 番 号：０３－３５５３－８７１１

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで

ホームページアドレス：http://www.fivestar-am.co.jp/

(6) 手取額

１口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

1口または1円単位

※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。ただし、金融商品取引所に

おける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融

危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変

更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発

生したとき等には、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(9) 受付の中止および取消

・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情

（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災

害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら

びに資金の受渡しに関する障害等）が発生したときなどには、第１項による一部解約の実行の請求の

受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回

できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初

の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
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３ 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

①　基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額

（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万

口当たりに換算した価額で表示することがあります。

②　有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価し

ます。

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンドの受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇株式

原則として、基準価額計算日における金融商品取引所の最終相場（外国で取引されているもの

については、原則として、基準価額計算日の前営業日の最終相場）で評価します。

◇外貨建資産

原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。

③　基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

＜ファイブスター投信投資顧問株式会社　お客様デスク＞

電 話 番 号：０３－３５５３－８７１１

受 付 時 間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで

ホームページアドレス：http://www.fivestar-am.co.jp/
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(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

平成39年1月19日までとします（平成29年1月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を

解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

原則として、毎年1月20日から翌年1月19日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日（以

下、「該当日」といいます。）が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ

り次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させる

ことができます。

イ）受益者の解約により受益権の口数が1億口を下回ることとなった場合

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ）やむを得ない事情が発生したとき

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述

の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約

し繰上償還させます。

イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたとき

は、書面決議で可決された場合、存続します。）

ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどし

て解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

②　償還金について

・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日

の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③　信託約款の変更など

１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合

（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際に

は、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併

合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除く併合（以下、「重大な約款変

更等」といいます。）については、書面決議を行ないます。
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３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面

決議」の規定を適用します。

④　書面決議

１）繰上償還、重大な約款変更等に対して、委託会社は書面決議を行います。この場合において、あ

らかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前まで

に知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて

いる受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもっ

て行ないます。

４）繰上償還、重大な約款変更等に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドに

おいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできませ

ん。

⑤　公告

公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.fivestar-am.co.jp

なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新

聞に掲載する方法とします。

⑥　運用報告書の作成

１）委託会社は、毎年1月19日（休業日の場合は翌営業日。）および償還後に期中の運用経過、組入有

価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知ら

れたる受益者に交付します。

２）委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代え

て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合

において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。

３）前２）の規定に係らず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ

れを交付するものとします。

⑦　関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期

間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に

１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできませ

ん。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

４ 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権
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・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を

有します。

・「分配金受取コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内

の委託会社の指定する日（原則として計算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受

益者に支払います。

・「分配金再投資コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づいて、

決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

・償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社が指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営

業日）から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10

年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができ

ます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求す

ることができます。
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第３ 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令

第133号）に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しておりま

す。

(2) 当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成29年1月20日から平成30年1月19日までであ

ります。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第1期計算期間（平成29年1月20日か

ら平成30年1月19日まで）の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。
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１ 【財務諸表】

　　　ベトナム・ロータス・ファンド

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期

　 (平成30年1月19日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託 51,715,615

親投資信託受益証券 599,430,712

流動資産合計 651,146,327

資産合計 651,146,327

負債の部

流動負債

未払解約金 24,603,425

未払受託者報酬 189,337

未払委託者報酬 5,139,066

その他未払費用 2,966,858

流動負債合計 32,898,686

負債合計 32,898,686

純資産の部

元本等

元本 496,018,031

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 122,229,610

(分配準備積立金) 101,554,001

元本等合計 618,247,641

純資産合計 618,247,641

負債純資産合計 651,146,327
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（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第1期

自　平成29年1月20日

　 至　平成30年1月19日

営業収益

有価証券売買等損益 125,930,712

営業収益合計 125,930,712

営業費用

受託者報酬 379,281

委託者報酬 10,294,586

その他費用 5,884,732

営業費用合計 16,558,599

営業利益又は営業損失（△） 109,372,113

経常利益又は経常損失（△） 109,372,113

当期純利益又は当期純損失（△） 109,372,113

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当
期純損失金額の分配額（△）

7,818,112

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 21,985,887

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,985,887

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,310,278

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,310,278

分配金 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） 122,229,610
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（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び

評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受

益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分
第1期

平成30年1月19日現在

1.期首元本額

　期中追加設定元本額

　期中一部解約元本額

2.元本の欠損

3.計算期間末日における受益

権の総数

513,731,548円

191,273,458円

208,986,975円

－円

496,018,031口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第1期

自　平成29年 1月20日

至　平成30年 1月19日

分配金の計算過程

A 費用控除後の配当等収益額 2,973,659円

B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益

額
98,580,342円

C 収益調整金額 20,675,609円

D 分配準備積立金額 0円

E 当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D） 122,229,610円

F 当ファンドの期末残存口数 496,018,031口

G 1万口当たり収益分配対象額（E/F×10,000） 2,464.22円

H 1万口当たり分配金額 0円

I 収益分配金金額（F×H/10,000） 0円
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

区分

第1期

自　平成29年1月20日

至　平成30年1月19日

1.金融商品に対する取組

方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対

して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び当

該金融商品に係るリスク

当ファンドは、売買目的有価証券のほか、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務を保

有しております。当該有価証券の詳細は（有価証券に関する注記）に記載しており

ます。当該金融商品は性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用

リスク等があります。また、銘柄選定方法に関するリスクに晒されています。

3.金融商品に係るリスク

管理体制

複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リス

ク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信

託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っておりま

す。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分
第1期

平成30年1月19日現在

1.貸借対照表計上額、時

価及びその差額

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法 （1）有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）「有価証券の評価基準及び評価方法」

に記載しております。

（2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

（3）上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を

時価としております。

3.金融商品の時価等に関

する事項についての補足

説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。
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（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第1期

平成30年1月19日現在

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券 116,721,445

合計 116,721,445

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

区分
第1期

平成30年1月19日現在

1口当たりの純資産額

（1万口当たりの純資産額）

1.2464円

（12,464円）

（4）【附属明細表】

　　　平成30年1月19日現在

第1　有価証券明細表

（1）株式

　　　該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類 銘柄 券面総額 評価額 備考

親投資信託

受益証券

ベトナム・ロータス・マザーファンド 465,396,516 599,430,712

合計 465,396,516 599,430,712

（注）券面総額欄の数値は証券数を表示しております。
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第2　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「ベトナム・ロータス・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され

た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。ただし、以下に記載した

情報は監査の対象外です。

「ベトナム・ロータス・マザーファンド」の状況

（1）貸借対照表

（単位：円）

　 (平成30年 1月19日現在)

資産の部

流動資産

預金 46,816,335

金銭信託 103,634,924

株式 173,755,911

投資信託受益証券 274,706,000

未収配当金 502,617

流動資産合計 599,415,787

資産合計 599,415,787

負債の部

流動負債

その他未払費用 6,803

流動負債合計 6,803

負債合計 6,803

純資産の部

元本等

元本 465,396,516

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 134,012,468

元本等合計 599,408,984

純資産合計 599,408,984

負債純資産合計 599,415,787
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（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及

び評価方法

（1）株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、

金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価

額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま

す。

（2）投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、

金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価

額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま

す。

2.収益及び費用の計上基

準

（1）受取配当金

受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を

計上しております。

（2）有価証券等売買損益

約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しておりま

す。
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（貸借対照表に関する注記）

区分 平成30年1月19日現在

1.期首 平成29年1月20日

期首元本額 480,000,000円

期首より計算期間末日までの追加設定元本額 168,888,079円

期首より計算期間末日までの一部解約元本額 183,491,563円

計算期間末日における元本の内訳※

　　ベトナム・ロータス・ファンド 465,396,516円

2.元本の欠損 －円

3.受益権の総数 465,396,516口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

区分
自　平成29年1月20日

至　平成30年1月19日

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券

投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の

金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び当該金融

商品に係るリスク

当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関

する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であ

り、すべて売買目的で保有しております。また、金銭信託等の金銭債権及び

金銭債務を保有しております。これらは、性質に応じてそれぞれ金利変動リ

スク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流

動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体

制

複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流

動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価し

ております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類

ごとに行っております。
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Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

区分 平成30年1月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び

その差額

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありま

せん。

2.時価の算定方法 （1）有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）「有価証券の評価基準及び評価

方法」に記載しております。

（2）上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事

項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

平成30年1月19日現在

（単位：円）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式 44,220,298

投資信託受益証券 69,094,485

合計 113,314,783
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（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

区分 平成30年1月19日現在

1口当たりの純資産額

（1万口当たりの純資産額）

1.288円

（12,880円）

（3）附属明細表

平成30年1月19日現在

第1　有価証券明細表

（1）株式

通貨 銘　柄 株式数(株) 評価単価 評価金額 備考

ベトナム・ドン

ビン・ミン・プラスチックス 7,800 83,500 651,300,000

バオ・ベト・ホールディングス 52,000 72,000 3,744,000,000

ペトロベトナム化学肥料 26,900 23,100 621,390,000

ホアファットグループ 65,300 56,000 3,656,800,000

マッサングループ 44,900 92,000 4,130,800,000

ペトロベトナムニョンチャック2パワー 23,600 35,800 844,880,000

ノ・バ・ランド・インベストメント 46,000 78,500 3,611,000,000

ドライ・セル＆ストラージ・バッテリー 46,000 48,000 2,208,000,000

ベトナム・ナショナル・ペトリアム・

グルー
37,700 86,800 3,272,360,000

サイゴンビール・アルコール飲料総公社 11,100 257,800 2,861,580,000

ビングループ 57,000 84,400 4,810,800,000

ベトナム乳業（ビナミルク） 24,550 205,600 5,047,480,000

ベトナム・ドン

小計
442,850

35,460,390,000

(173,755,911)

合計 442,850
173,755,911

(173,755,911)
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（２）株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資信託受益証券 米国ドル
ヴァンエック・ベクトル・

ベトナムETF
132,001 2,472,378.73

米国ドル　小計 132,001
2,472,378.73

(274,706,000)

投資信託受益証券　合計 132,001
274,706,000

(274,706,000)

合計
274,706,000

(274,706,000)

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

２．合計欄は、邦貨額であります。（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しており

ます。

外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数
組入株式

時価比率

組入

投資信託受益証券

時価比率

有価証券の

合計金額

に対する比率

米国ドル 投資信託受益証券　　　　　 1銘柄 －％ 45.83％ 61.26％

ベトナム・ドン 株式　　　　　　　　　　　12銘柄 28.99％ －％ 38.74％

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
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２ 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

（平成30年2月28日現在）

項目 金額または口数

Ⅰ　資産総額 606,810,994　円

Ⅱ　負債総額 22,908,181　円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 583,902,813　円

Ⅳ　発行済口数 478,756,686　口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2196　円

（参考）

ベトナム・ロータス・マザーファンド

（平成30年2月28日現在）

項目 金額または口数

Ⅰ　資産総額 549,764,847　円

Ⅱ　負債総額 7,721　円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 549,757,126　円

Ⅳ　発行済口数 435,349,172　口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2628　円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証

券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわ

ないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

①　譲渡制限はありません。

②　受益権の譲渡

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少

および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する

ものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先

口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の

振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録

が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などに

おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止

日や振替停止期間を設けることができます。

③　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗

することができません。

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発

行の請求を行なわないものとします。

(5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、

一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の

法令などにしたがって取り扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】

第１ 【委託会社等の概況】

１ 【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成30年2月末現在の委託会社の資本金の額： 2億1,175万円

発行可能株式総数： 10,000株

発行済株式総数： 5,780株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成25年3月22日に資本金1億8,175万円に増資

平成25年4月25日に資本金2億675万円に増資

平成26年8月29日に資本金2億1,175万円に増資

(2) 委託会社等の機構

①　委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名以上、監査役は１名以上と

し、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任

期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと

し、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、退任した取締役または他の在任取締役の任期の

満了すべき時までとします。委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取

締役会は、その決議により取締役会長及び取締役社長各1名を選定し、また必要に応じて副社長、専務

取締役および常務取締役各若干名を選任することができます。
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②　組織図

（平成30年2月末現在）

③　投資運用の意思決定機構

１．運用委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しの検討を行い、運用方針および各ファン

ドの運用計画を決定いたします。

運用委員会は、代表取締役、チーフ・インベストメント・オフィサー、チーフ・コンプライアン

ス・オフィサー、業務管理部長、その他代表取締役社長に指名された者で構成し、原則として月次

で開催されます。

２．運用部に所属するファンドマネジャーは、定められた運用方針・運用計画に基づいて、資産配

分・銘柄選択を決定し売買に関する指図をいたします。

３．運用委員会において、運用実績・パフォーマンスを評価分析し、必要に応じて運用方針・運用計

画の見直しを行います。

（平成30年2月末現在）

２ 【事業の内容及び営業の概況】

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の

設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資

一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務

を行っています。

平成30年2月末現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。
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（親投資信託を除きます。）

種　類 本　数 純資産総額

追加型株式投資信託 19本 14,593,858,614　円

単位型株式投資信託 20本 5,910,745,446　円

合　計 39本 20,534,604,060　円
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３ 【委託会社等の経理状況】

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則

第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成して

おります。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52

号。）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日

まで）の財務諸表ならびに第9期中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の中間財務諸表につい

て、イデア監査法人の監査及び中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

平成28年3月31日 平成29年3月31日

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 39,129 97,887

　　前払費用 3,422 2,089

　　未収運用受託報酬 8,355 10,341

　　未収投資助言報酬 4,890 4,917

　　未収委託者報酬 26,763 33,824

　　未収消費税等 6,730 745

　　立替金 6,996 9,949

　　繰延税金資産 ― 5,670

　　その他 1 ―

　　流動資産合計 96,290 165,426

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 ※1    1,441 ※1    1,241

　　　器具備品 ※1　    513 ※1　    185

　　　有形固定資産合計 1,954 1,426

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 7,661 5,893

　　　無形固定資産合計 7,661 5,893

　　投資その他の資産

　　　長期前払費用 1,912 616

　　　差入保証金 4,755 4,755

　　　投資その他の資産合計 6,667 5,371

　　固定資産合計 16,284 12,691

　資産合計 112,574 178,118

負債の部

　流動負債

　　預り金 824 4,043

　　未払手数料 12,378 15,881

　　未払費用 9,742 35,980

　　未払法人税等 1,045 5,711

　　賞与引当金 2,400 5,174

　　その他 2,287 3,006

　　流動負債合計 28,678 69,797

　負債合計 28,678 69,797

純資産の部

　株主資本

　　資本金 211,750 211,750

　　資本剰余金

　　　資本準備金 74,750 74,750

　　　資本剰余金合計 74,750 74,750

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △202,604 △178,179

　　　利益剰余金合計 △202,604 △178,179

　　株主資本合計 83,895 108,320

　　純資産合計 83,895 108,320

負債純資産合計 112,574 178,118
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(2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

(自　平成27年4月１日 (自　平成28年4月１日

　至　平成28年3月31日) 　至　平成29年3月31日)

営業収益

　運用受託報酬 167,194 146,937

　投資助言報酬 31,183 22,084

　委託者報酬 128,677 175,997

　営業収益合計 327,055 345,019

営業費用

　支払手数料 62,188 83,628

　広告宣伝費 3,491 756

　調査費 116,935 80,607

　　調査費 13,948 17,322

　　委託調査費 102,986 63,285

　営業雑経費 3,954 3,889

　　通信費 1,506 1,531

　　協会費 2,447 2,357

　営業費用合計 186,569 168,881

一般管理費

　給料 90,644 112,712

　　役員報酬 23,850 30,200

　　給与手当 56,794 66,178

　　役員賞与 2,800 3,900

　　賞与 4,800 7,260

　　賞与引当金繰入額 2,400 5,174

　福利厚生費 9,346 10,340

　交際費 834 551

　旅費交通費 3,174 2,774

　租税公課 1,470 2,435

　不動産賃借料 7,588 7,588

　固定資産減価償却費 1,752 2,295

　諸経費 16,740 14,613

　一般管理費合計 131,550 153,310

営業利益 8,935 22,827

営業外収益

　受取利息 7 0

　その他 134 30

　営業外収益合計 142 30

営業外費用

　為替差損 81 ―

　営業外費用合計 81 ―

経常利益 8,995 22,858

税引前当期純利益 8,995 22,858

法人税、住民税及び事業税 290 4,103

法人税等調整額 ― △5,670

法人税等合計 290 △1,567

当期純利益 8,705 24,425
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(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成27年4月１日　至　平成28年3月31日）

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 211,750 74,750 74,750 △211,310 △211,310 75,189 75,189

当期変動額

　当期純利益 8,705 8,705 8,705 8,705

当期変動額合計 - - - 8,705 8,705 8,705 8,705

当期末残高 211,750 74,750 74,750 △202,604 △202,604 83,895 83,895

当事業年度（自　平成28年4月１日　至　平成29年3月31日）

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 211,750 74,750 74,750 △202,604 △202,604 83,895 83,895

当期変動額

　当期純利益 24,425 24,425 24,425 24,425

当期変動額合計 - - - 24,425 24,425 24,425 24,425

当期末残高 211,750 74,750 74,750 △178,179 △178,179 108,320 108,320
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重要な会計方針

１. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　８～15年

器具備品　　　　　４～10年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

２. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

３. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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注記事項

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第

32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償

却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成28年3月31日）

当事業年度
（平成29年3月31日）

建物 801千円 1,001千円

器具備品 2,377千円 2,705千円

（損益計算書関係）

　該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

1.　発行済株式に関する事項

当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 5,780 ― ― 5,780

2.　自己株式に関する事項

該当なし

3.　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末
残高当事業年度

期首
増加 減少 当事業年度末

ストック・オプショ
ンとしての第２回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第３回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第４回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第５回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

（注）第４回及び第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
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4.　配当に関する事項

該当なし

当事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

1.　発行済株式に関する事項

当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 5,780 ― ― 5,780

2.　自己株式に関する事項

該当なし

3.　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末
残高当事業年度

期首
増加 減少 当事業年度末

ストック・オプショ
ンとしての第２回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第３回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第４回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第５回新
株予約権

― ― ― ― ― ―

（注）第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

4.　配当に関する事項

該当なし

（リース取引関係）

前事業年度（自　平成27年4月1日至　平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年4月1日至　平成29年3月31日）

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

1.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金により、通常の取引条件

から著しく乖離していないことを検証した上で行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、投資一任契約及び投資助言契約に基づき、契約資産額

より受け入れる基本報酬額のうち、未収分を計上した金額であり、契約資産額は証券会社において分別管理されて

いることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い

金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから、当社の債権としてのリスクは認識してお

りません。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク（預金の預入先や債券の発行体の信用リスク）の管理

預金の預入先や債券の発行体の信用リスクについては、格付けの高い預入先や発行体に限定することにより、リ

スクの軽減を図っております。

②  市場リスク（価格変動リスク及び為替変動リスク）の管理

資金運用の状況については、取締役会で定めた基準に従い、代表取締役社長が毎月の定例取締役会において報告

をしております。

また市場における価格変動リスクについては、取締役会で定めた基準に従い、業務管理部が定期的に時価をモニ

タリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに代表取締役社長に報告し、重要であ

ると判断した場合には臨時取締役会を開催し、対処方法について決議を得る体制となっております。

③  流動性リスクの管理

資金繰りについては、総務部が作成した年度の資金計画を取締役会において報告し、それに基づいた管理を行っ

ております。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件などを採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。
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2.　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困

難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。

前事業年度（平成28年3月31日）

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 現金及び預金 39,129 39,129 ―

(2) 未収運用受託報酬 8,355 8,355 ―

(3) 未収投資助言報酬 4,890 4,890 ―

(4) 未収委託者報酬 26,763 26,763 ―

(5) 未収消費税等 6,730 6,730 ―

(6) 立替金 6,996 6,996 ―

資産計 92,866 92,866 ―

(1) 未払手数料 （12,378） （12,378） ―

(2) 未払費用 （9,742） （9,742） ―

負債計 （22,121） （22,121） ―

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

当事業年度（平成29年3月31日）

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 現金及び預金 97,887 97,887 ―

(2) 未収運用受託報酬 10,341 10,341 ―

(3) 未収投資助言報酬 4,917 4,917 ―

(4) 未収委託者報酬 33,824 33,824 ―

(5) 未収消費税等 745 745 ―

(6) 立替金 9,949 9,949 ―

資産計 157,666 157,666 ―

(1) 未払手数料 （15,881） （15,881） ―

(2) 未払費用 （35,980） （35,980） ―

負債計 （51,862） （51,862） ―

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

(注１) 金融商品の時価の算定方法

前事業年度（平成28年3月31日）

資産      (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬、(3) 未収投資助言報酬、(4) 未収委託者報酬、(5) 未収消費

税等、(6)立替金

これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿金額によっております。

負債      (1) 未払手数料、(2)未払費用

短期で決済され、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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当事業年度（平成29年3月31日）

資産      (1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬、(3) 未収投資助言報酬、(4) 未収委託者報酬、(5) 未収消費

税等、(6)立替金

これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿金額によっております。

負債      (1) 未払手数料、(2)未払費用

これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位:千円）

区分
前事業年度

（平成28年3月31日）
当事業年度

（平成29年3月31日）

(1) 差入保証金 4,755 4,755

市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものであるため、時価開示の対象としておりません。

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成28年3月31日）

（単位:千円）

１年内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

(1) 現金及び預金 39,129 ― ― ―

(2) 未収運用受託報酬 8,355 ― ― ―

(3) 未収投資助言報酬 4,890 ― ― ―

(4) 未収委託者報酬 26,763 ― ― ―

(5) 未収消費税等 6,730 ― ― ―

(6) 立替金 6,996 ― ― ―

合計 92,866 ― ― ―

当事業年度（平成29年3月31日）

（単位:千円）

１年内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

(1) 現金及び預金 97,887 ― ― ―

(2) 未収運用受託報酬 10,341 ― ― ―

(3) 未収投資助言報酬 4,917 ― ― ―

(4) 未収委託者報酬 33,824 ― ― ―

(5) 未収消費税等 745 ― ― ―

(6) 立替金 9,949 ― ― ―

合計 157,666 ― ― ―

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成27年4月1日至　平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年4月1日至　平成29年3月31日）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成27年4月1日至　平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年4月1日至　平成29年3月31日）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成27年4月1日至　平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年4月1日至　平成29年3月31日）

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

1.  当該事業年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2.  ストック・オプションの内容、規模、変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名
当社従業員　４名

当社取締役　１名
当社従業員　４名

当社取締役　１名
当社従業員　６名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式240株 普通株式300株 普通株式300株

付与日 平成23年6月24日 平成25年7月25日 平成26年7月25日

権利確定条件 (注) (注) (注)

対象勤務期間
自　平成23年5月31日
至　平成25年6月30日

自　平成25年6月27日
至　平成27年7月31日

自　平成26年6月27日
至　平成28年7月31日

権利行使期間
自　平成25年7月 1日
至　平成33年5月31日

自　平成27年8月 1日
至　平成35年6月30日

自　平成28年8月 1日
至　平成36年6月30日

第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名
当社監査役　２名
当社従業員　５名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式500株

付与日 平成28年3月31日

権利確定条件 (注)

対象勤務期間
自　平成28年3月31日
至　平成30年3月31日

権利行使期間
自　平成30年4月 1日
至　平成38年3月10日

(注)　①　新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につ

き正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。

③  新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使

はできないものとする。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①  ストック・オプションの数

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利確定前（株）

前事業年度末 ― 300 300 ―

付与 ― ― ― 500

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― 300 ― ―

未確定残 ― ― 300 500

権利確定後（株）

前事業年度末 240 ― ― ―

権利確定 ― 300 ― ―

権利行使 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

未行使残 240 300 ― ―

②　単価情報

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利行使価額（円） 50,000 50,000 50,000 50,000

付与日における公正な
評価単価（円）

― ― ― ―

(3) 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、当社が未公開企業であるため、ストック・オプションの公

正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっております。また、単位当たりの本源的価値を算

定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。その結果、株式の評価額が新株予約

権の行使時の払込金額以下となり、単位当たりの本源的価値はゼロ以下となるため、ストック・オプションの公正

な評価単価もゼロと算定しております。

(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しておりま

す。

(5) ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の当事業年度末における本源的価値の合

計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

①当事業年度末における本源的価値の合計　　―円

②当事業年度において行使されたストック・オプションはありません。

EDINET提出書類

ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

75/98



当事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

1.　当該事業年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2.　ストック・オプションの内容、規模、変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名
当社従業員　４名

当社取締役　１名
当社従業員　４名

当社取締役　１名
当社従業員　６名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式240株 普通株式300株 普通株式300株

付与日 平成23年6月24日 平成25年7月25日 平成26年7月25日

権利確定条件 (注) (注) (注)

対象勤務期間
自　平成23年5月31日
至　平成25年6月30日

自　平成25年6月27日
至　平成27年7月31日

自　平成26年6月27日
至　平成28年7月31日

権利行使期間
自　平成25年7月 1日
至　平成33年5月31日

自　平成27年8月 1日
至　平成35年6月30日

自　平成28年8月 1日
至　平成36年6月30日

第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名
当社監査役　２名
当社従業員　５名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式500株

付与日 平成28年3月31日

権利確定条件 (注)

対象勤務期間
自　平成28年3月31日
至　平成30年3月31日

権利行使期間
自　平成30年4月 1日
至　平成38年3月10日

(注)　①  新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につ

き正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。

③  新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使

はできないものとする。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利確定前（株）

前事業年度末 ― ― 300 500

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― 300 ―

未確定残 ― ― ― 500

権利確定後（株）

前事業年度末 240 300 ― ―

権利確定 ― ― 300 ―

権利行使 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

未行使残 240 300 300 ―
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②　単価情報

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利行使価額（円） 50,000 50,000 50,000 50,000

付与日における公正な
評価単価（円）

― ― ― ―

(3) 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しておりま

す。

(5) ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の当事業年度末における本源的価値の合

計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

①当事業年度末における本源的価値の合計　　―円

②当事業年度において行使されたストック・オプションはありません。

（税効果会計関係）

1.  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
（平成28年3月31日）

当事業年度
（平成29年3月31日）

繰延税金資産

未払事業税 233千円 599千円

賞与引当金 741 1,596

繰越欠損金 59,719 54,129

繰延税金資産小計 60,694 56,326

評価性引当額 △60,694 △50,655

繰延税金資産合計 ― 5,670

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度
(平成28年3月31日)

当事業年度
(平成29年3月31日)

法定実効税率 33.1％ 30.9％

（調整）

繰越欠損金の利用 △44.7　 △24.9

評価性引当額の増減 8.9　 △21.2

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0　 5.8

住民税均等割額 3.2　 1.2

　その他 0.7　 1.3

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.2　 △6.9
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（セグメント情報等）

１. セグメント情報

当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであり重要性に乏しいため、セグメント

情報の記載を省略しております。

２. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスご

との営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

①  営業収益

　　前事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

（単位：千円）

日本 欧州 合計

128,677 198,377 327,055

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　　当事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

（単位：千円）

日本 欧州 合計

175,997 169,021 345,019

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

②  有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

　　前事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

顧客の名称又は氏名 営業収益(千円) 関連するセグメント名

SHINBI Japan Equity Long Short Fund 67,958 -

TAIKI Japan Equity Long Short Fund 51,187 -

委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

顧客の名称又は氏名 営業収益(千円) 関連するセグメント名

SHINBI Japan Equity Long Short Fund 88,935 -

TAIKI Japan Equity Long Short Fund 38,605 -

委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

１．関連当事者との取引

　　兄弟会社等

種類 会社等の名称又は氏名 所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
の子会社

日産証券株式会社（ユニ
コムグループホールディ
ングス㈱の子会社）

東京都
中央区

1,500,000 証券業 -
投資信託の
販売

支払手数料
（注）1

8,149 未払手数料 2,220

（注）①  上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

②  取引条件及び取引条件の決定方針等

一般取引条件と同様に決定しております。

③  日産センチュリー証券㈱は平成28年2月8日をもって商号を日産証券㈱に変更しております。

④  平成28年3月31日に日産証券㈱所有の当社株式は全て日産証券㈱の親会社であるユニコムグループホールディ

ングス㈱に譲渡されております。この結果、日産証券㈱は当社の「主要株主」から「主要株主の子会社」とな

りました。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年4月1日至　平成29年3月31日）

１．関連当事者との取引

兄弟会社等

種類 会社等の名称又は氏名 所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

主要株主
の子会社

日産証券株式会社（ユニ
コムグループホールディ
ングス㈱の子会社）

東京都
中央区

1,500,000 証券業 -
投資信託の
販売

支払手数料
（注）1

9,438 未払手数料 2,573

（注）①  上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

②  取引条件及び取引条件の決定方針等

一般取引条件と同様に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

79/98



（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成27年4月 1日
　至　平成28年3月31日)

当事業年度
(自　平成28年4月 1日
　至　平成29年3月31日)

１株当たり純資産 14,514.74円 18,740.52

１株当たり当期純利益金額 1,506.11円 4,225.78

（注）①  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場である

ため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

②  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成27年4月 1日
　至　平成28年3月31日)

当事業年度
(自　平成28年4月 1日
　至　平成29年3月31日)

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益（千円） 8,705 24,425

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　普通株式に係る当期純利益（千円） 8,705 24,425

　普通株式の期中平均株式数（株） 5,780 5,780
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（重要な後発事象）

当社の役職員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行について

当社は、平成28年6月27日開催の当社第7回定時株主総会の決議に基づき、平成29年5月30日付の取締役会において、当社

の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権の割当てを

受ける者等につき、以下の決議をいたしました。

1． 新株予約権の名称              ファイブスター投信投資顧問株式会社第6回新株予約権

2． 新株予約権の割当の対象者及び人数

当社取締役　３名

当社従業員　５名

3． 新株予約権の総数（個）        ５００個

4． 新株予約権の割当日            平成２９年６月９日

5． 新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

新株予約権の目的である株式の種類及び数は、当社普通株式５００株とし、新株予約権１個当たりの目的である

株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」

という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割（普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載

につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切

り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で

付与株式数を調整する。

6． 新株予約権の払込金額

無償

7． 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金５０，０００円とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第

194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換さ

れる証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む）の行使による場合を除く）を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生

じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で

適切に行使価額を調整する。
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8． 新株予約権を行使することができる期間

平成３１年６月１０日から平成３９年６月９日までの間（以下「行使期間」という。）とする。但し、行使期間

の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

9． 新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること

を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につ

き正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

②  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。

③  新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。

ただし、新株予約権の１個未満の行使はできないものとする。

10．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第１７条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切

り上げる。

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

11．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

　

EDINET提出書類

ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

82/98



中間財務諸表

①　中間貸借対照表

（単位：千円）

当中間会計期間

（平成29年9月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 93,936

前払費用 2,652

未収運用受託報酬 39,829

未収投資助言報酬 4,178

未収委託者報酬 38,613

立替金 6,972

繰延税金資産 6,750

流動資産合計 192,932

固定資産

有形固定資産

建物 *1 1,153

器具備品 *1 167

有形固定資産合計 1,320

無形固定資産

ソフトウェア 5,009

無形固定資産合計 5,009

投資その他の資産

差入保証金 4,755

投資その他の資産合計 4,755

固定資産合計 11,085

資産合計 204,017

負債の部

流動負債

預り金 3,286

未払手数料 18,372

未払費用 28,096

未払法人税等 6,719

未払消費税等 545

賞与引当金 5,174

その他 3,385

流動負債合計 65,579

負債合計 65,579

純資産の部

株主資本

資本金 211,750

資本剰余金

　資本準備金 74,750

　資本剰余金合計 74,750

利益剰余金

　その他利益剰余金

　繰越利益剰余金 △148,062

　利益剰余金合計 △148,062

株主資本合計 138,437

純資産合計 138,437

負債・純資産合計 204,017
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②　中間損益計算書

（単位：千円）

当中間会計期間

（自 平成29年4月 1日

至 平成29年9月30日）

営業収益

運用受託報酬 102,385

投資助言報酬 9,223

委託者報酬 106,011

営業収益合計 217,620

営業費用

支払手数料 53,671

広告宣伝費 24

調査費 34,962

委託調査費 25,759

調査費 9,203

営業雑経費 2,199

通信費 824

協会費 729

諸会費 645

営業費用合計 90,857

一般管理費

給料 69,210

役員報酬 19,820

給与手当 44,216

　賞与引当金繰入額 5,174

福利厚生費 5,267

交際費 522

　　旅費交通費 1,636

　　租税公課 2,114

　　不動産賃借料 3,794

　　固定資産減価償却費 *1 990

　　諸経費 7,203

　　一般管理費合計 90,740

営業利益 36,022

営業外収益 0

経常利益 36,023

特別損失

　　貸倒損失 1,944

　　特別損失合計 1,944

税引前中間純利益 34,078

法人税、住民税及び事業税 5,040

法人税等調整額 △1,079

中間純利益 30,117
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③　中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

株主資本

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 211,750 74,750 74,750 △178,179 △178,179 108,320 108,320

当中間期変動額

中間純利益 30,117 30,117 30,117 30,117

当中間期変動額合計 - - - 30,117 30,117 30,117 30,117

当中間期末残高 211,750 74,750 74,750 △148,062 △148,062 138,437 138,437
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重要な会計方針

当中間会計期間

項　　　目 （ 自　平成29年4月 1日 　至　平成29年9月30日）

1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成28年4月以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

　建物　　　8年～15年

　器具備品　4年～10年

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3)長期前払費用

定額法を採用しております。

2.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち

当中間会計期間負担額を計上しております。

3.その他中間財務諸表作成のための

　基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間

（平成29年9月30日）

＊1 有形固定資産の減価償却累計額は、次の通りであります。

建物

器具備品

1,089千円

2,723千円

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間

（自　平成29年4月 1日　至　平成29年9月30日）

＊1 固定資産の減価償却実施額は、次の通りであります。

　有形固定資産 106千円

　無形固定資産 884千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9月30日）

1.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　加 減　少 当中間会計期間末

普通株式（株） 5,780 ― ― 5,780

2.　自己株式に関する事項

　　　該当事項はありません。

3.　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間会計期
間末残高
（千円）

当事業年度
期首

増加 減少
当中間会計
期間末

ストック・オプションとし
ての第２回新株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプションとし
ての第３回新株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプションとし
ての第４回新株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプションとし
ての第５回新株予約権

― ― ― ― ― ―

ストック・オプションとし
ての第６回新株予約権

― ― ― ― ― ―

（注）第５回及び第６回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

4.　配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（金融商品関係）

　当中間会計期間（自平成29年4月1日　至平成29年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　　平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません。((注2)参照)

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 現金及び預金 93,936 93,936 ―

(2) 未収運用受託報酬 39,829 39,829 ―

(3) 未収投資助言報酬 4,178 4,178 ―

(4) 未収委託者報酬 38,613 38,613 ―

(5) 立替金 6,972 6,972 ―

資産計 183,529 183,529 ―

(1) 未払手数料 (18,372) (18,372) ―

(2) 未払費用 (28,096) (28,096) ―

負債計 (46,469) (46,469) ―

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

(注１) 金融商品の時価の算定並びに有価証券に関する事項

　資産

　　(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬、(3) 未収投資助言報酬、(4) 未収委託者報酬、(5) 立替金

これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　負債

　　(1) 未払手数料および(2)未払費用

これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

(1) 差入保証金 4,755

　市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困

難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
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（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

（ストック・オプション関係）

1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2. 当中間会計期間（自平成29年4月1日 至平成29年9月30日）に付与したストック・オプションの内容

第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社従業員 ５名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式500株

付与日 平成29年6月9日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間
自　平成29年6月 9日
至　平成31年6月 9日

権利行使期間
自　平成31年6月10日
至　平成39年6月 9日

権利行使価額（円） 50,000円

付与日における公正な評価単価（円） ―

(注) ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有するこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使

につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

    ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。

    ③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の

行使はできないものとする。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9月30日）

当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

関連情報

　当中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9月30日）

1.製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービス

ごとの営業収益の記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

（単位：千円）

日本 欧州 その他 合計

106,011 111,609 - 217,620

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 営業収益(千円)
関連する
セグメント名

SHINBI Japan Equity Long Short Fund 66,644 -

TAIKI Japan Equity Long Short Fund 21,959 -

委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数で

あるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9月30日）

　　　該当事項はありません。

報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9月30日）

　　　該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9月30日）

　　　該当事項はありません。
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（1株当たり情報）

当中間会計期間

（自　平成29年4月　1日　至　平成29年9月 30日）

　1株当たり純資産額                                                23,951円13銭

　1株当たり中間純利益金額                                            5,210円60銭

　（注）1.潜在株式調整後1株あたり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

　　　　　当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

2.当中間会計期間（自 平成29年4月1日　至 平成29年9月30日）における1株当たり

中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　　　　　中間損益計算書上の中間純利益                                30,117千円

　　　　　普通株式に係る中間純利益                                    30,117千円

　　　　　普通株式に帰属しない金額の内訳                    該当事項はありません。

　　　　　普通株式の期中平均株式数                                      5,780株

　　　　　希薄化効果を有しないため、潜在株式                    新株予約権5種類

　　　　　調整後1株当たり中間純利益金額の                （新株予約権の数1,840個）

　　　　　算定に含めなかった潜在株式の概要

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

為が禁止されています。

(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしく

は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定

めるものを除きます。）。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人

等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な

関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において

同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融

商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま

す。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資

者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある

ものとして内閣府令で定める行為。

５ 【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される

事実は発生していません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

・名称 三井住友信託銀行株式会社

・資本金の額 342,037百万円（平成29年3月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

・名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

・資本金の額 51,000百万円（平成29年3月末現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再

信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、

原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名　　称
資本金の額

（平成29年3月末現在）
事業の内容

ニュース証券株式会社 1,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社

＊ 1 7,495百万円

株式会社ＳＢＩ証券
＊ 2 48,323百万円

＊1　平成30年4月27日より取扱開始となります。

＊2　平成30年5月9日より取扱開始となります。

２ 【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行へ

の指図、連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託受託会社

に委託しております。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、投資信託受益権の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金

の再投資、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
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３ 【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

94/98



第３ 【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第１項に掲げる書類は、以

下の通り提出されています。

　　

書類名 提出年月日

有価証券届出書の訂正届出書 平成29年10月19日

半期報告書 平成29年10月19日
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独立監査人の監査報告書
平成29年6月29日

ファイブスター投信投資顧問株式会社

取締役会　御中

イデア監査法人

指定社員

業務執行社員
公認会計士　立野　晴朗　　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているファイブスター投信投資顧問株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第8期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ

た。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファイブ

スター投信投資顧問株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

平成30年3月28日

ファイブスター投信投資顧問株式会社

取締役会　御中

イデア監査法人

指定社員
公認会計士　立　野　晴　朗　 ㊞

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているベトナム・ロータス・ファンドの平成29年1月20日から平成30年1月19日ま

での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に

ついて監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ベトナム・ロータス・ファンドの平成30年1月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終

了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

ファイブスター投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
平成29年12月18日

ファイブスター投信投資顧問株式会社

取締役会　御中

イデア監査法人

指定社員

業務執行社員
公認会計士　立　野　晴　朗　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているファイブスター投信投資顧問株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第9期事業年度の中間会

計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択

及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ファイブスター投信投資顧問株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1.　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

2.　XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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